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１章 基本的事項 

１ 計画策定の目的 

柳泉園組合（以下「本組合」という。）における、地球温暖化対策実行計画（以下「本

計画」という。）は、地球温暖化対策の推進に関する法律（以下「法」という。）第２１ 

条の規定に基づき、地方公共団体の策定が義務付けられている温室効果ガスの排出量の削

減のための措置に関する計画として策定するものです。 

本組合の事務及び事業の実施においては、本計画に基づき様々な取り組みを実施するこ

とにより地球温暖化対策の促進を図ることを目的とします。 

 

 

２ 計画の期間 

本計画の期間は、令和８年度から令和１２年度までの５か年とし、本計画の達成状況、

社会的情勢、国の施策の動向を踏まえ、必要に応じて計画の見直しを行います。 

 

３ 計画の範囲 

本組合の事務及び事業を対象とします。ただし、委託等により実施する事業は対象外

としますが、温室効果ガスの排出抑制に関する措置の実施が可能なものについては、受

託者に対して排出抑制に必要な措置を講ずるよう要請します。 

計画対象の範囲は、管理棟、検量棟、柳泉園クリーンポート（可燃ごみ焼却処理施

設）、不燃・粗大ごみ処理施設（不燃ごみ及び粗大ごみ破砕処理施設）、リサイクルセ

ンター（資源物選別保管施設）、し尿処理施設、厚生施設（温水プール及び浴場施設）、

構内道路等とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地球温暖化対策の推進に関する法律（抜粋） 

 

（地方公共団体実行計画等） 

第２１条 都道府県及び市町村は、単独で又は共同して、地球温暖化計画に即して、当

該都道府県及び市町村の事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の量の削減等のた

めの措置に関する計画（以下「地方公共団体実行計画」という。）を策定するものと

する。 

２～１３（略） 

１４ 都道府県及び市町村は、地方公共団体実行計画を策定したときは、遅滞なく、単

独で又は共同して、これを公表しなければならない。 

１５（略） 

１６ 都道府県及び市町村は、単独で又は共同して、毎年一回、地方公共団体実行計画

に基づく措置及び施策の実施の状況（温室効果ガス総排出量を含む。）を公表しなけ

ればならない。 

１７～１８（略） 
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４ 対象とする温室効果ガス 

法に基づいて排出削減の対象となっている温室効果ガスのうち、本計画で対象とする

温室効果ガスは、法第２条第３項に規定されている物質のうち、二酸化炭素（ＣＯ２）、

メタン（ＣＨ４）、 一酸化二窒素（Ｎ２Ｏ）、ハイドロフルオロカーボン（ＨＦＣ）及び

六ふっ化硫黄（ＳＦ６）とします。 

 

表１ 温室効果ガスの種類 

温室効果ガスの種類 排出の主な原因等 

二酸化炭素（CO２） 

 

 

ガソリン、灯油、ガス等の燃料及び電気の使用に伴うもの、廃プラス 

チック類の焼却に伴うものなど。全温室効果ガスの約９割を占め、温暖化 

への影響が大きい 

 

メタン（CH４） 

 

 

 

 

 

木炭、灯油、ガス等の燃料の使用に伴うもの、自動車及び船舶の走行 

に伴うもの、家畜の飼育に伴うもの、稲の栽培に伴うもの、廃棄物の埋 

立処分に伴うもの、下水又はし尿処理施設における下水又はし尿の処理 

に伴うもの、一般廃棄物の焼却に伴うものなど。稲作、家畜の腸内発酵な 

どの農業部門から出るものが半分以上を占め、廃棄物の埋立てに伴うも 

のが２～３割を占める 

 

一酸化二窒素（Ｎ２Ｏ） 

 

 

 

 

木炭、灯油、ガス等の燃料の使用に伴うもの、自動車及び船舶の走行 

に伴うもの、家畜の飼育に伴うもの、農作物の栽培のために使用された 

肥料に伴うもの、下水又はし尿処理施設における下水又はし尿の処理に 

伴うもの、一般廃棄物の焼却に伴うものなど。燃料の燃焼に伴うものや 

農業部門からの排出がそれぞれ３～４割を占める 

 

ハイドロフルオロカーボン

（HFC） 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動車用エアコンの使用に伴うもの、噴霧器及び消火剤の使用に伴う 

ものなど。エアゾール製品の噴射剤、カーエアコンや冷蔵庫の冷媒、断 

熱発泡剤などに使用。HFC-23、HFC-32、HFC-41、HFC-125、 

HFC-134、HFC-134a、HFC-143、HFC-143a、HFC-152、 

HFC-152a、HFC-161、HFC-227ea、HFC-236fa、 

HFC-236ea、HFC-236cb、HFC-245ca、HFC-245fa、HFC- 

365mfc、HFC-43-10meeの19種類が対象となる。なお、カーエアコ 

ンの冷媒には、HFC-134aが1991年から新車の一部に使用され1995 

年以降の全ての新車に使用されている。 

 

パーフルオロカーボン 

（PFC） 

 

 

 

 

PFCが封入された冷蔵庫、エアコン等の使用時の漏出、廃棄など。半導 

体等製造用や電子部品などの不活性液体などとして使用 

PFC-14、PFC-116、PFC-218、パープルオロシクロプロパン、 

PFC-31-10、PFC-c318、PFC-41-12、PFC-51-14、PFC-91- 

18の９種類が対象となる。なお、1999年以降、PFCを冷媒として封入 

している製品は市販されていない。 

 

六ふっ化硫黄（SF６） 

 

絶縁ガスとしてSF６が封入された変圧器、開閉器、遮断器等の電気機械 

器具の使用及び点検に伴うものなど  

 

三ふっ化窒素（ＮＦ３） シリコンウェハーのプラズマエッジングに使われ、特に、液晶ディスプ 

レイやシリコンベースの太陽電池フィルム用のプラズマＣＶＤ処理室の洗 

浄に使われる。 
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第2章 温室効果ガスの総排出量と削減目標 

１ 基準年度の温室効果ガスの総排出量（平成２６年度） 

平成２６年度の本組合の事務事業における温室効果ガスの排出に係る活動量及び温室

効果ガス排出量は、次の表のとおりです。 

表２ 活動量 

 

表３ 温室効果ガス排出量 
 

区  分 
 

二酸化炭素 

(㎏-CO2) 

メタン 

(㎏-CH4) 

一酸化 

二窒素 

(㎏-N2O) 

ﾊｲﾄﾞﾛﾌﾙｵﾛ 

ｶｰﾎﾞﾝ 

(㎏-HFC) 

六ふっ化硫黄 

(㎏-SF6) 

二酸化炭素 

換算量 

(㎏-CO2) 

割合 

(％) 

温暖化 

係 数 
1 25 298 

1,430 

(HFC-134a) 
22,800 ―  

灯 油 4,979 ― 0 ― ― 4,979 0.02 

都市ガス 184,056 ― ― ― ― 184,056 0.73 

購入電気 402,371 ― ― ― ― 402,371 1.61 

ご み 

焼 却 

23,234,259 ― ― ― ― 23,234,259 92.68 

― 67 ― ― ― 1,675 0.01 

― ― 4,019 ― ― 1,197,662 4.78 

ガソリン 29,446 ― ― ― ― 29,446 0.12 

軽 油 5,615 ― ― ― ― 5,615 0.02 

公用車 

走 行 
― 0 0 0 ― 0 0 

絶 縁 

ガ ス 
― ― ― ― 0.36 8,208 0.03 

  合 計 
23,860,726 

(㎏-CO2) 

67 

(㎏-CH4) 

4,019 

(㎏-N2O） 

0 

(㎏-HFC) 

0.36 

(㎏-SF6) 

25,068,271 

（㎏-CO2) 
100 

 

 

区 分 単 位 活動量 備  考 

灯油 ℓ 2,000  

都市ガス ㎥ 85,199 標準体積換算係数 0. 967 

購入電気   ｋＷｈ 1,034,373 排出係数 0. 389㎏-CO2/ｋＷｈ 

ごみ焼却 ｔ 70,889 プラ比率20.8%、 含水率43.0% 

ガソリン ℓ 12,683  

軽油 ℓ 2,172  

ガソリン乗用車 km 4,807 ２台 

ガソリン普通貨物車 km 805 ２台 

ガソリン軽乗用車 km 2,068 １台 

ガソリン軽貨物車 km 404 １台 

軽油普通貨物 km 2,481 ５台 

受変電設備絶縁ガス ㎏-SF6 360 変圧器、開閉器、遮断器等の使用 
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表４ 温室効果ガス排出係数等（二酸化炭素…CO２） 

区   分 単 位 単位発熱量 排出係数 換算係数 

ガソリン使用量 ℓ 34. 6 MJ/ℓ 0. 0183 ㎏-C/MJ 44/12 

軽油使用量 ℓ 37. 7 MJ/ℓ 0.0187 ㎏-C/MJ 44/12 

灯油使用量 ℓ 36. 7 MJ/ℓ 0. 0185 ㎏-C/MJ 44/12 

都市ガス使用量 ㎥ 45 MJ/N㎥ 0. 0138 ㎏-C/MJ 44/12 

電気使用量 ｋＷｈ 
 ※  

一般廃棄物焼却量 

（廃プラスチック） 乾t  754 ㎏-C/乾t 44/12 

※電気事業者別排出係数は環境省データ参照 

表５ 年度毎の電気事業者別排出係数（単位：㎏-CO2/ｋＷｈ） 

平成26年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度    令和5年度     令和６年度 

丸紅㈱ ㈱エネット ㈱エネット 
東京電力パワー

グリッド㈱ 

東京電力エナジーパートナー㈱ 

日鉄エンジニアリング㈱ 

九電みらいエナジー㈱ 

東京電力エナジーパートナー㈱ 

日鉄エンジニアリング㈱ 

0.389 0.391 0.373 0.434 

0.457 

0.464 

0.421 

0.408 

0.000 

 

表６ 温室効果ガス排出係数等（メタン…CH4） 

区   分 単 位 排出係数 備 考 

ガソリン乗用車走行量 km 0.000010 ㎏-CH4/ km   

ガソリン普通貨物車走行量 km 0.000035 ㎏-CH4/ km  

ガソリン軽乗用車走行量 km 0.000010 ㎏-CH4/ km  

ガソリン軽貨物車走行量 km 0.000011 ㎏-CH4/ km   

軽油普通貨物走行量 km 0.000015 ㎏-CH4/ km      

一般廃棄物焼却量 乾t 0. 00095 ㎏-CH4/湿t 連続燃焼式焼却施設 

 

表７ 温室効果ガス排出係数等（一酸化二窒素…N２O） 

区   分 単 位 排出係数 備 考 

灯油使用量 ℓ 0. 0017 ㎏-N20/GJ 単位発熱量 0.0367GJ/ℓ 

ガソリン乗用車走行量 km 0. 000029 ㎏-N20/ km  

ガソリン普通貨物車走行量 km 0. 000039 ㎏-N20/ km  

ガソリン軽乗用車走行量 km 0. 000022 ㎏-N20/ km  

ガソリン軽貨物車走行量 km 0. 000022 ㎏-N20/ km  

軽油普通貨物走行量 km 0. 000014 ㎏-N20/ km  

一般廃棄物焼却量   乾t 0. 0567 ㎏/N2O／湿 t 連続燃焼式焼却施設 

 

表８ 温室効果ガス排出係数等（ハイドロフルオロカーボン…HFC-134a） 

区  分 単 位 排出係数 備 考 

カーエアコンの使用台数 台 0. 01 ㎏-HFC/台/年 カーエアコンからの漏洩 
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表９ 温室効果ガス排出係数等（六ふっ化硫黄…SF6） 

区 分 単位 排出係数 備 考 

電気機械器具の使用 ㎏-SF6 0. 1％ SF6封入器具からの漏洩 

 

２ 温室効果ガスの削減目標 

 

  本組合の削減目標として事務、事業実施に伴う、温室効果ガス総排出量について設定し 

ます。 

 基準年度（平成26年度）における温室効果ガス総排出量25,068,271kg-CO2を基準

年度排出量として、計画期間の最終年度である令和12年度の温室効果ガス総排出量を

「17.1％以上削減する」、一般廃棄物の焼却処理に伴う温室効果ガス排出量を「15.8％

以上削減する」、その他の事務事業に伴う温室効果ガス排出量を「68.0％以上削減する」

ことを目標とします。 

 

表10 削減目標（総排出量） 

 

表11 削減目標（一般廃棄物の焼却処理） 

 

表12 削減目標（その他の事務事業） 

 

表１3 平成26年度基準年度排出量（㎏-CO２） 

区 分 

基準年度排出量 

平成26年度 

（単位：㎏-CO２） 

削減目標 

目標年度排出量 

令和12年度 

（単位：㎏-CO２） 

排出量 25,068,271 17.1％以上削減 20,770,000 以下 

区 分 

基準年度排出量 

平成26年度 

（単位：㎏-CO２） 

削減目標 

目標年度排出量 

令和12年度 

（単位：㎏-CO２） 

排出量 24,433,596 15.8％以上削減 20,567,000以下 

区 分 

基準年度排出量 

平成26年度 

（単位：㎏-CO２） 

削減目標 

目標年度排出量 

令和12年度 

（単位：㎏-CO２） 

排出量 634,675 68.0％以上削減 203,000以下 

区 分 一般廃棄物の焼却処理 その他の事務事業 

排出量 24,433,596 634,675 



 

6 

 

 

  

第３章 項目別取組 

１ 電気及び水道使用量の低減 

○ 冷・暖房の設定温度を冷房２８℃、暖房２０℃を目安とし、使用していない部屋及び

不要な場合は停止する。ただし、作業の性格上やむをえない場合は、冷・暖房の設定

温度を緩和することができることとする。 

○ 業務に支障のない範囲で使用しない     ＯＡ機器の電源を切る。 

○ 業務に支障のない範囲で照明を間引きし、使用していない部屋、不要な場合及び勤務

時間以外の消灯を徹底する。 

○ 可能な限り階段を使用し、エレベーターの使用を自粛する。 

○ 照明器具を高輝度放電ランプ、高効率電球型蛍光ランプ、節電型蛍光ランプ、ＬＥＤ

型照明器具等の低消費電力のものに切替える。 

○ トイレ、洗面所、給湯室等における節水を徹底する。 

 

２ ガソリン及び軽油使用量の低減 

○ 自動車の運転は、急発進、急加速を止め、経済速度による走行を徹底する。 

○ 不要なアイドリングを止め、自動車から離れる場合は必ずエンジンを停止する。 

○ 出張は、業務に支障のない範囲で公共交通機関の利用を推進する。 

○ 公用車、作業車の更新の際は、低燃費車、低公害車及び電気自動車の導入を推進する。 

 

３ 事務用品、印刷用紙使用量の低減 

○ 備品、事務用品等は可能な限り修繕し、長期間使用する。 

○ 廃棄文書のフォルダー、ファイルカバー等は可能な限り再使用する。 

○ 両面コピーや両面印刷を推進し、ミスコピー等の裏面はメモ用紙として活用する。 

○ 事務用品は、再生品、エコマーク商品、グリーンマーク商品等の購入に切替える。 

○ 紙製品は、古紙配合率が高く、白色度の低いものを購入する。 

 

４ ごみ処理施設の対応 

○ 可燃ごみ処理施設の運転管理を工夫し、発電効率を向上させ、発電量を増加すること

により、購入電力量を低減し、売払い電力量を増加させる。 

○ 不燃・粗大ごみ処理施設、リサイクルセンター及びし尿処理施設の運転管理を工夫し、

使用電力量を低減する。 

○ 非化石電源により発電した二酸化炭素排出量ゼロの電力を購入する。 

 

５ その他の対応 

○ 関係市の協力により、更なるごみの減量化・資源化を推進していく。 

○ 敷地内緑地の維持管理を適切に行うことにより緑地を保全する。 

 

【参考：発電によるCO２削減効果】 

 平成26年度における本組合からの発電電力量は21,088,800ｋＷｈであり、工場内

使用後の特定事業者への売電電力量は7,397,646ｋＷｈになります。 

 この売電電力量は、CO２排出量約3,928ｔ-CO２分に相当します。 

（東京電力平成26年度排出係数を用いた場合の算出）  
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 ６ 実施状況 

  ○ 地球温暖化防止対策推進事項チェックリストを作成し、職員が持ち回りで点検を行 

うことで、不必要な照明の点灯及び空調設備の使用を抑制。 

  ○ ＬＥＤ照明交換計画により、令和４年度に７０台、令和５年度に３３２台、令和６ 

    年度に５１９台の交換工事を実施した。令和７年度は７１７台、令和８年度は３１ 

３台の交換工事予定。 

  ○ 可燃ごみ処理施設の運転効率化により、令和３年度に２か月、令和４年度に８か月、 

令和５年度に８か月、令和６年度に８か月、令和７年度は２月末時点で６か月の購 

入電力ゼロを達成した。 

  ○ 令和６年度より開始した電力の地産地消事業により、受電による温室効果ガスの排 

出量がゼロとして扱われるようになった。 

  ○ 令和７年度に電動式フォークリフト１台の導入。 

  ○ 令和８年度にて、公用車に電気自動車を１台導入予定。 

 

第４章 計画の推進 

１ 推進と点検体制 

本計画に掲げた削減目標を達成するため、計画の着実な推進と進行管理及び点検をし

ます。 

管 理 者 

 

      指示          報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画策定の見直し 

実施状況の点検及び評価 

柳泉園組合地球温暖化 

対策推進検討委員会 

（温対委員会） 

 

 

総括マネージャー 

推進責任者 推進員 

 

      指示           報告・提案          

 

 

  

 

２ 職員に対する働きかけ 

温対委員会の推進責任者及び推進員が中心となって、職員に対し本計画の趣旨、内容

等に関する周知徹底に努めます。 

また、本計画を各課に配布するとともに環境保全に関する情報や本計画に基づく取組

情報を職員に提供します。 

公  表 

（ホームページ） 

各担当課職員 

計画の実行 
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３ 実施状況の点検、評価及び見直し 

温対委員会において、定期的に本計画の実施状況を調査し、計画の進捗状況を把握す

るとともに、取組の点検及び評価を行い、計画の効果的な推進方策等について検討しま

す。 

また、温対委員会での評価及びこれまでの実施状況を踏まえ、必要な見直し等を行い、

継続的な改善を図ります。 

 

４ 実施状況及び点検結果の公表 

本計画の進捗状況については、柳泉園組合ホームページ等を活用し、定期的に公表し、

市民への周知に努めます。 

公表する内容は、公表時までの取組状況（温室効果ガス総排出量を含む削減目標を設

定して各項目の実績値及び評価並びに特徴的な取組内容など）及び今後の取組方針等と

します。 



 

 

○柳泉園組合地球温暖化対策推進検討委員会設置要綱 

平成17年７月20日 

訓令第３号 

（設置） 

第１条 地球温暖化対策の推進に関する法律（平成10年法律第117号。以下「温対法」とい

う。）及び都民の健康と安全を確保する環境に関する条例（平成12年東京都条例第215号）

に基づく地球温暖化対策について、柳泉園組合における温室効果ガスの排出抑制等を促進

するための措置を講ずること等により、地球温暖化対策の推進を図るために、柳泉園組合

地球温暖化対策推進検討委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（検討事項） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項を検討する。 

(1) 温対法第21条に規定する地方公共団体実行計画の策定に関すること。 

(2) 温対法第26条に規定する温室効果ガス算定排出量の報告に関すること。 

(3) 温室効果ガスの排出量の把握及び温室効果ガス削減対策に関すること。 

(4) 温室効果ガス削減対策の実施状況、自己評価、計画の見直しに関すること。 

(5) その他地球温暖化対策に関すること。 

（組織） 

第３条 委員会は、地球温暖化対策統括マネージャー、推進責任者、推進員など、別表に掲

げる者（以下「委員」という。）をもって組織する。 

２ 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は、委員の中から互選する。 

３ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

４ 副委員長は、委員長が委員の中から指名する。 

５ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第４条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。 

２ 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。 

３ 委員長は、必要に応じて関係職員の出席又は資料の提出を求めることができる。 

（庶務） 

第５条 委員会の庶務は、技術課において処理する。 

（委任） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会



 

 

に諮って定める。 

附 則 

１ この訓令は、平成17年７月20日から施行する。 

２ 柳泉園組合地球温暖化対策計画書策定委員会設置要綱（平成16年柳泉園組合訓令第13

号）は、廃止する。 

附 則（平成18年訓令第６号） 

この訓令は、公布の日から施行し、平成18年４月１日から適用する。 

附 則（平成18年訓令第７号） 

この訓令は、公布の日から施行する。 

附 則（平成20年訓令第６号） 

この訓令は、公布の日から施行し、平成20年４月１日から適用する。 

附 則（平成22年訓令第６号） 

この訓令は、公布の日から施行する。 

附 則（令和２年訓令第８号） 

この訓令は、令和２年８月11日から施行する。 

別表（第３条関係） 

役職 職名 

統括マネージャー 事務局長 

推進責任者 総務課長 

施設管理課長 

技術課長 

資源推進課長 

推進員 総務課企画財務係長 

総務課庶務文書係長 

施設管理課管理係長 

施設管理課営繕係長 

技術課管理係長 

技術課整備係長 

資源推進課管理係長 

資源推進課業務係長  



 

 

 


